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被告は，原告らの 20 1 7年（平成29年） 9月21日付け訴えの変更申立書（以

下「訴えの変更申立書 2J という。）による訴えの変更に対し，以下のとおり，請

求の趣旨に対する答弁をし（後記第 1），本案前の答弁の理由を述べ（後記第2)'

上記訴えの変更後の請求の原因に対する認、否をする（後記第3）。そして，被告は，

原告らの原子力規制委員会による平成29年5月 24日付け本件各原子炉施設の設

置変更許可処分（以下 f本件設置変更許可処分j という。）について主張する違法

事由につき釈明を求める（後記第4）。

なお，略語等の使用は，本書面において新たに定義するもののほか，従前の例に

よる（本書面末尾に f略称語句使用一覧表j を添付する。）。

第1 請求の趣旨に対する答弁

1 本案前の答弁

(1）本件各訴えをいずれも却下する

(2）訴訟費用は原告らの負担とする

之 本案の答弁

(1）原告らの請求をいずれも棄却する

(2）訴訟費用は原告らの負担とする

との判決を求める。

第2 本業前の答弁の理由

1 関西電力は，本件各原子炉施設について，平成25年7月8日付けで設置変

更許可の申請（原子炉等規制法43条の 3の8）をし，原子力規制委員会は，

平成29年5月24日付けで，本件各原子炉施設の設置変更許可処分（本件設

置変更許可処分）をした。

これに対し，原告らは，本件各訴えにおいて，本件各原子炉については，原

子炉等規制法43条の3の6第 1項4号が定める基準である設置許可基準規則
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3条3項， 4条3項， 5条， 37条2項， 51条及び55条に適合しておらず，

本件設置変更許可処分は違法である旨主張し，上記処分の取消しを求めている

（訴えの変更申立書2第2章第1・2及び3ページ）ところ，本件各訴えが適

法であるためには，原告らが上記処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を

有する者（行訴法9条）と認められること（原告適格）が必要である。

2 処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者j とは，当該処分に

より自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され，又は必然的に侵害

されるおそれのある者をいい，当該処分を定めた行政法規が，不特定多数者の

具体的利益そ専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず，それが帰属す

る偲々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解さ

れる場合には，このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たり，

当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は，当

該処分の取消しの訴えにおける原告適格を有するというべきである。

3 そして，答弁書第2の6(1) ( 3 3及び34ページ）において主張したとお

り，取消訴訟における原告適格を基礎づける事実については，原告らが主張立

証責任を負うところ，原告らは，この点について，具体的な主張立証をしてい

ない。また，被告第2準備書面第1の3及び第3(6,7,16ないし29ペ

ージ）において主張したとおり，本件シミュレーションは原告適格を論ずる上

で参考となるものではない。

したがって，原告らに原告適格を認、めることはできず，本件各訴えは不適法

である。

第3 訴えの変更後の請求の原因（訴えの変更申立書2）に対する認否

1 「第 1 はじめにJ( 2及び3ページ）について

第1段落は，認める。

第2段落 (fしかるに」以下）は，争う。
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第3段落（「従ってj以下）は，認否の限りでない。

2 「第2 当事者等」（ 3及び4ページ）について

(1) 「1 原告らjについて

原子炉等規制法 1条が「この法律は，（中路）原子力施設において重大な

事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を設置する工

場又は事業所の外へ放出されることその他の核原料物質，核燃料物質及び原

子炉による災害を防止し，及び核燃料物質を防護して，公共の安全を図るた

めに（以下略）Jと規定していることは認める。

原告らの居住地は，知らない。

その余は，否認ないし争う。

(2) 「2 被告国Jについて

認める。

(3) 「3 訴外関西電力株式会社」について

「電気事業Jを電気事業法に定める一般電気事業と解した上で，認める。

なお，電気事業「等j の部分については，その内容が不明確であるため，

認否できない。

3 「第3 発電用原子炉に関する法規制」（ 4及び5ページ）について

認める。

4 f第4 処分取消訴訟の訴訟要件，主張立寵責任の考え方についてJ( 5及び

6ページ）について

(1) 「1 処分取消訴訟の訴訟要件」について

認める。

(2) 「2 原告適格」について

否認ないし争う。

その理由は，前記第2のとおりである。

(3) 「3 訴えの利益j について
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原告らの居住地は，知らない。

その余は，争う。

(4) 「4 処分性Jについて

認める。

(5) r s 出訴期聞の遵守」について

「20 1 7年＊月＊日j を r2 o I 7年 9月21日j と解した上で認める

（第23田口頭弁論調書参照）。

(6) 「6 主張立寵責任の考え方についてJについて

伊方最高裁判決の判示内容は，認める。

その余は争う。その理由は，以下のとおりである。

すなわち，伊方最高裁判決で判断の対象とされた原子炉設置許可処分は，

昭和47年 11月28日にされたものであり，同設置許可処分の申請書や審

査書は原子力月報等の文献等で公表されていたが，インターネット技術が存

在する時代ではなかったので，同訴訟の原告らが申請書等にアクセスするの

は現在ほど容易ではなかった。また，その当時の安全審査に関する議事録は，

その当時の慣行上，数枚程度の簡潔なもので逐言語的なものではなかった。

これに対して，現在においては，本件各原子炉施設を例に取れば，関西電

力は，平成25年 7月8日に設置変更許可申請を行っているが，その申請書

類等を同社のホームページにおいて情報公開している。また，原子力規制j委

員会は，意思決定のフ。ロセスを含め規制に関わる情報の開示を徹底すること

を活動原員ljとし，設置変更許可申請等に対する判断で用いる資料（申請書や

補正書）以外についても広く情報公開している。具体的には，本件各原子炉

施設を含む各原子炉施設に係る審査会合の議事録や審査会合で事業者が説明

に用いた資料等，審査の過程で参照された資料やその詳細な検討内容も含め，

原則として全てホームページにおいて情報公関している（ただし，核物質防

護や営業秘密など，行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条各号に
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定める不開示情報を除く。）。

そうすると，伊方最高裁判決が前提とした証拠（資料）の偏在は，現在に

おいては，もはや存在せず，伊方最高裁判決の主張立証責任に関する判示部

分の射程は本件に及ばず，行政庁の判断に不合理な点があること等の原告ら

の各議求に係る請求原因事実の主張立証責任は，原告らが負うものと解する

べきである。

5 「第5 本件処分の違法性」（ 6及び7ページ）について

(1) 「1 基準地震動の評価値の過小評価（設置許可基準規則4条3項違反）」

について

否認ないし争う。

その理由は，被告第5準備書面第2の2及び3( 1 0ないし 28ページ），

伺第9準備書面，同第 10準備書面第 3 ( 1 9ないし 22ページ），向第 1

1準備書面，同第 13準備書面，同第 14準備書面，同第 15準備書面第2

( 1 1ないし 17ページ），同第 16準備書面及び問第 18準備書面におけ

る主張のとおりである。

(2) 「2 制御棒婦人性の問題（設置許可基準規則4条 3l頁違反）」について

否認ないし争う。

その理由は，被告第5準備書面第3 ( 3 3ないし43ページ）及び同第7

準備書面における主張のとおりである。

(3) r 3 本件原発の敷地内にある F-6破砕帯が『将来活動する可能性のあ

る断層等』であることが否定できないこと（設置許可基準規則3条3項違反）」

について

否認ないし争う。

その理由は，被告第5準備書面第2の2 ( 1 0ないし 15ページ），同第

8準備書面及び同第 10準備書函第 2 ( 1 7ないし 19ページ）における主

張のとおりである。
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(4) r 4 本件各原発にかかる津波評価が不十分であること（設置許可基準規

則5条違反）」について

否認ないし争う。

その理由は，被告第5準備書面第2の4 ( 2 8ないし 33ページ）におけ

る主張のとおりである。

(5) r 5 重大事故に際して原子炉格納容器の破損及び工場等外への放射性物

資の異常な水準の放出を防止するために必要な措置がとられていないこと

（設置許可基準規則 37条2項違反）Jについて

否認、ないし争う。

その理由は，被告第6準備書面第1の1，同 2(1)及び（2) ( 4ないし9ペ

ージ）並びに同第 17準備書面第 1の2 ( 2 0ないし 33ページ）における

主張のとおりである。

(6) 「6 溶融炉心が原子炉格納容器下部に落下した場合に儒えて設覆すべき

注水設備がないこと（設置許可基準規則 51条違反）」について

否認ないし争う。

その理由は，被告第6準備書面第 1の1，同 2(1）及び（めはないし 11 

ページ）並びに同第 17準備蓄面第 1の 1(2）イ（イ） b ( 1 6ないし 19ペー

ジ）における主張のとおりである。

(7) 「7 炉心の箸しい損傷及び原子炉格納容器の破損に至った場合放射性物

質の拡散の抑制に関する設置許可基準規貝lj5 5条に適合しないことJについ

て

否認ないし争う。

その理由は，被告第6準備書面第 1の1，問 2(1）及び（4) ( 4ないし 7,

1 1ないし 13ページ），向第 9準備書面第 5 ( 3 0及び 31ページ），同

第 10準備書面第 1 ( 6ないし 17ページ），同第 12準備蓄面，同第 15 

準備書面第 1 ( 6ないし 11ページ）及び同第 17準備書面における主張の
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とおりである。

6 「第6 結論J( 8ページ）について

争う。

第4 求釈明

本件設置変吏許可処分について，原告らが，違法事由どして主張するものは，

訴えの変更申立書2第5記載の各設置許可基準規刻違反に限定されるものと解

されるが，そのような理解でよろしいか。

被告は，今後，本件設置変更許可処分に係る審査の合理性を主張する予定で

あるところ，審理を充実させる観点から，原告らの主張に応じた濃淡のある主

張をすることが望ましいと考えることから，上記の点を念のため確認するもの

である。

以上
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